
年金生活者等
支援臨時福祉給付金

のお知らせ
　「一億総活躍社会」の実現に向けて、賃金引上げ

の恩恵が及びにくい低年金受給者への支援のため、

国において本給付金事業が実施されることになりま

した。

　対象となる方は、平成 27年度臨時福祉給付金の

対象者の内、昭和 27年４月２日以前に生まれた方

が対象となります。（平成 28年度中に 65歳以上と

なる方）当町では次の期間で申請の受付を行います

ので、対象となる方は申請くださいますようお知ら

せいたします。

　なお、当町で申請できる方は、平成 27年１月１

日に住民票が新冠町にあった方です。それ以外の方

は転入前の住所地で申請となります。

・受付期間

　４月６日～７月７日まで

・受付会場　

　役場内、年金生活者等支援

　　　　臨時福祉給付金窓口

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ社会係

☎ 0146・47・2112

国保診療所からのお知らせ
新しい医師が着任しました

　４月から、新たに
上田　睦（うえだ・
むつみ）所長が着任
し、服部医師と合わ
せ常勤医師２名体制
となりました。
　これまで同様、北
海道循環器病院によ
る月２回の診療や毎

週金曜日の整形外科診療に加え苫小牧東病院による
毎週水曜日の診療も継続して実施し、診療体制を充
実させてまいります。

医療相談室を開設しました
　４月から診療所内に新たに「医療相談室」を設け、
医療に関する相談に気軽に応じられる体制を整備し
ました。
　今後も町民の信頼を受ける地域に根づいた診療所
としての体制づくりに鋭意努力を続け、町民皆さん
の健康の保持と医療の安心安全を確保してまいりま
すので、多くの町民の皆さんのご利用を心からお待
ちしております。
●問い合わせ先　国保診療所　☎ 0146・47・2411

　今年も夜間窓口と節婦移動窓口を開設します。窓口

では、各種町税や、水道料・住宅料・保育料などを納付

することができます。また、町税などの分割納付に係る

納税相談も受け付けます。平成 28年４月から９月まで

の日程は、次のとおりです。

◎夜間窓口について

・開設日について

・開設時間

　午後５時 15分から午後７時まで

・開設場所

　役場税務課窓口（役場庁舎１階４番窓口）

◎節婦移動窓口について

・開設日について

・開設時間

　午後１時 30分から午後４時 30分まで

　※ 25日開設日は、午後６時 30分まで開設しています。

・開設場所

　新冠消防第二分団庁舎

　（節婦分遣所）

●問い合わせ先

　税務課税務グループ納税係

　　　　 ☎ 0146・47・2115

　新冠町とＮＨＫ室蘭放送局などでは、「ラジオ深夜便

のつどい」公開録音を実施します。深夜にラジオを

お聴きの皆さんに安らぎをお届けする『ラジオ深夜便』

のアンカーが、スタジオを飛び出して、心あたた

まるトークをお届けします。観覧をご希望の方は、次

の要領でお申し込みください。

・日時　平成28年５月 21日（土）

　　　　開場 13：00

　　　　開演 13：30（終演予定 16：00）

・会場　レ・コード館町民ホール

・内容　第１部「明日へのことば講演会」

　　　　講　師 ：内藤 大助 ( 元プロボクサー )

　　　　第２部「アンカーを囲むつどい」

　　　　アンカー：明石 勇、遠藤 ふき子

・申込　観覧は無料ですが入場整理券が必要です。

　　　　入場券１枚で１人まで入場できます。

※申し込みは、受付窓口にお越しいただくか、ＮＨＫ

室蘭放送局へ電話でお申し込み下さい。後日、入場整

理券を送付いたします。お申し込みは先着順で、会場

の定員になり次第、締め切らせていただきます。

＜受付窓口＞

○新冠町レ・コード館

　受付／平日　午前10時～午後５時

○ＮＨＫ室蘭放送局

　受付／平日　午前９時30分～午後６時

＜電話申込先＞

　ＮＨＫ室蘭放送局（☎ 0143・22・7271）

　受付／平日　午前９時 30分～午後６時

※１歳以上のお子様から入場整理券が必要となります。

　お申し込み時に郵便番号、住所、名前、電話番号、

参加希望人数をお知らせください。

　ご応募の際にいただいた情報は、入場整理券の送付

のほか、ＮＨＫでは番組やイベントのご案内、受信料

のお願いに使用させていただくことがあります。

・放送予定　未定(ラジオ第１・全国放送）

・主催　新冠町、新冠町教育委員会、

　　　　ＮＨＫ室蘭放送局、ＮＨＫサービスセンター

●問い合わせ先

　ＮＨＫ室蘭放送局「ラジオ深夜便のつどい」係

　☎ 0143・22・7271（平日 /午前９時 30分～午後６時）

　ホームページ http://www.nhk.or.jp/muroran/

　新年度になり、各種申請手続きで役場に申請書を提

出することがあるかと思います。

　今年から始まったマイナンバー制度によって、申請

手続きにマイナンバーを記載する必要がある申請がい

くつかあります。マイナンバーが必要となる申請手続

きを以下にお知らせします。

　またご自身のマイナンバーが分からなくなってし

まった方は、申請手続きをする役場窓口でご相談くだ

さい。

　なお、○は現在、既にマイナンバーの記載が必要な

書類です。●は今後記載が必要になる予定の書類です。

児童手当関係

○児童手当・特例給付認定請求書

○児童手当認定請求書

国民健康保険関係、後期高齢者医療関係

○資格取得届出書　○住所地特例に関する届出書

○高額療養費支給申請書

子ども子育て関係

○支給認定申請書　○支給認定変更申請書

介護保険関係

○第１号被保険者資格取得・喪失申請書

○保険料減免申請書　○要介護認定申請書

障害福祉関係

○身体障害者手帳申請　

○精神障害者保健福祉手帳申請

○療育手帳申請　○自立支援医療（精神医療）申請

○障害児福祉手当申請　○特別障害者手当申請

○補装具申請（北海道への判定依頼が必要な場合）

●自立支援医療（育成医療）申請

●自立支援医療（更生医療）申請

●障害者（児）福祉サービス申請

　各種申請書の提出時にマイナンバーが分からないと

きは、職員にご相談ください。

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ住民係

　☎ 0146・47・2112

夜間窓口・節婦移動窓口のお知らせ

「ラジオ深夜便のつどい」公開録音

各種申請書にマイナンバーの記載が必要になります

４月 15日(金 ) ７月 15日(金 )
５月２日（月）・16日(月)・30日（月）８月1日（月）・15日(月)・30日（火）
６月15日(水)・30日(木) ９月 15日(木 )・30日(金 )

４月15日(金)・25日(月) ７月15日(金)・25日(月)
５月16日(月)・25日(水) ８月15日(月)・25日(木)
６月15日(水)・27日(月) ９月15日(木)・26日(月)

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その１

着任した上田睦所長
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